
 

現 場 説 明 書 

委託名 街路樹管理業務委託（緑土その１） 

１ 配布図書 

契約条件になるもの 

■ 委託設計書（表紙）   １式  ■ 位置図              １式 

■ 現場説明書       １式  ■ 仕様書及び特記仕様書       １式 

■ 概算数量設計特記仕様書 １式  ■ 土木工事共通仕様書（※１）    １式 

※１ 土木工事共通仕様書は市ホームページに掲載されています。 

  （掲載先）トップページ≫市政情報≫まちづくり・環境≫公共工事の技術・積算 

契約条件にならないもの 

■ 積算参考図書      １式 

◦設計積算書（単価抜き）の一位単価表まで 

◦登録単価一覧表、総量集計表 

◦低木・中木・高木剪定仕様 

 

２ 参加資格条件 

  本委託は、自社で（社）日本造園建設業協会の認定資格である街路樹剪定士の資格を

有するものを雇用していることを条件とする。 

 

３ 施工の条件明示 

  受注後速やかに、委託範囲内の樹木の状態及び周辺状況等を確認し、街路樹の維持管 

理上特筆すべき事項（倒木の危険、根上がり及び枝葉の越境等）を監督員に報告するこ 

と。また、その際に、発注数量や過年度委託の出来高成果等と現地を確認し、数量に増 

減がある場合は合わせて報告すること。 

剪定時期については、原則、街路樹管理業務委託仕様書に記載の時期とすること。 

交通誘導警備員の配置は次のとおりとする。 

工    種 交通誘導警備員 施工時間帯 交替要員 

■高木剪定 ２人/日    昼   無 

■中低木剪定 １人/日    昼   無 

■寄植剪定 １人/日    昼   無 

■除  草 １人/日    昼   無 

□伐採・除根 ２人/日    昼   無 

 

４ 土木工事資材等単価について 

入札価格算出にあたって土木工事資材等単価表を参考にする場合には、市ホームペー 

ジの最新の内容を確認すること。 

 

５ 発生材処分について 

  剪定等により発生した剪定枝葉等についての処分先については、次のとおりとする。 

  焼却処分量、剪定枝搬入量及び幹・根等搬入量は、数量調書を作成し伝票を出来形

書類に添付すること。 



 

名称 搬入先 備考 

■草及び刈込み枝葉 北清掃工場 

 緑区下九沢 2074-2 

 

■剪定枝葉※１ ㈱タケエイグリーンリサイクル 

相模原営業所 

 緑区根小屋 1726-1 

太さが 15cm 以内のもの 

■太枝及び幹、根、竹、

混載物※２ 

㈱タケエイグリーンリサイクル 

相模原営業所 

 緑区根小屋 1726-1 

太枝は太さが 15cm を超える

のもの 

□太枝及び幹、根、竹、

混載物※２ 

㈱リテック座間工場 

 座間市小松原 1-18-31 

太枝は太さが 15cm を超える

のもの 

※１ 剪定枝葉（太さ１５ｃｍ以内）の処分については、発注者と㈱タケエイグリー

ンリサイクルとの間において、「街路樹剪定枝処分業務委託」の契約を締結してい

ることから、発注者が貸与する搬入カードを使用することとし、処分費は発注者

が負担する。 

※２ 受注者が自ら、指定した搬入先以外の廃棄物処分業者で処分することとして、

当該業者の在する市町村との協議を整えている場合は、監督員と協議すること。 

 

５ その他 

   本委託では、道路法第４２条第１項で定められているとおり、道路を維持し、一

般交通に支障を及ぼさないようにするため、市民から要望、市のパトロール及び生

育状況を踏まえ、各路線の施工範囲及び施工時期について発注者と協議し施工する

こととする。 

    


